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書式第4号 (法第44条・51条関係)

認定基準等チェック表  (第 1表 絶対値基準用 )

(注意事項)

・ 実績判定期間とは、申講書提出の直前に終了した事業年度の末日以前 2年 (初回のみ 2年、更新は5年)内に終了した

各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

例えば、3月 決算法人が24年 6月 に申請書を提出する場合、過去 2年内に事業年度の変更を行つていなければ、実績

判定期間は初めて認定を受ける法人の場合は22年 4月 1日 から24年 3月 31日 (更新時は5事業年度)となります。
・ チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認したら「チェック欄」にチェックを

記載してください (第 2表以下についても同様です。)。

・ なお、認定審査の過程において、年3,000円 以上の寄附者の数の算出根拠について確認させていただく場合があり

ますので、寄附者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。

法人名 特定非営利活動法人 ピープルズ.ホープ.ジャバン 実績判定期間 平成 25年 7月 1日 ～平成 30年 6月 30日

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円 以上である寄附者の合計

数が年平均 100人以上であること

【留意事項】

1 寄附者の氏名 (法人にあつては、その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてください。

2 寄附者の数の算出に当たつては、寄附者本人と生計を―にする方を含めて一人としてください。

3 役員及びその役員と生計を―にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないでください。

人 ≧ 100人

【寄附者名簿チェック相】

□ 寄附者の氏名 (法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えていますか。

□ 寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としていますか。

□ 役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者の場合、それらの方を寄附者数から除いていますか。

上記の欄で「いいえ」にOがついた場合は、下記の欄で判定してください。

○ 実績判定期間内において、寄附金額が年 3,000円 以上の寄附者の数が年 100人未満の事業年度
がある場合は、下欄により、年平均 100人以上かどうかを判定してください。

年 3,000円 以上の

寄附者の数

◎ ⑤ ◎ ① ◎ ① 合 計

人 人 人 人 人 人 A 人

実績判定期間の月数
一月未満の端数がある場合は、一月に切り上げます。

B 月

× 12
実績判定期間の年 3,000円以上の寄附者数

実績判定期間の月数

↑

小数点以下は切り捨てます。

実績判定

期間内の

各事業年度

③ ⑤ ◎ ① ◎ ①

平成25年 7月 1日 平成26年 7月 1日 平成27年 7月 1日 平成28年 7月 1日 平成29年 7月 1日 平成 年 月 日

平成26年 6月 30日 平成27年 1月 30日 平成28年 6月 30日 平成29年 6月 80日 平成30年 6月 00日 平成 年 月 日

年 3,000円 以上の寄附

者の数が 100人以上でヽ

ある

いいえ いいえは い ・ L\L\i( 。いいえ いいえ はい 。いいえ

チ ェ ッ ク 桐日

ノ

A
人

B
月

自

至

い は い
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認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項 )

③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

法人名 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャバン チェック欄

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること ノ

イ 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会

員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動 (資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。)

日 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ

れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する資

産の譲渡等を除く。)

(注意事項)特 定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

二 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①
(指標        )

460, 814, 524円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 20,000円

⇒②ヘ

基準となる割合 (②―

①)

③ 0.00%

イ

会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行われ

るもの等を除く。)に係る金額等
④

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑤

0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 20,000円

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ① 0円

特定の者に対 し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合   計   (④ +⑮ +◎ +③ +◎ ) ① 20,000円



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャバン チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ノ

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳薄書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

住 1)

C主 2)

各欄の人数等は、第 3表付表 1「役員の閃別 から転記してくださιヽ

C,及びЭについては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  日

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(C■①,

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割

(④■③

① ② ③ ④ ⑤

① H25年 7月 1日 ～H26年 6月 30日
13人 0人 0% 0人 0%

⑤ H26年 7月 1日～27年 6月 30日
14人 0人 0% 0人 0%

◎ H27年 7月 1日～I128年 6月 30日
14人 0人 0% 0人 0%

① H28年 7月 1日～H29年 6月 30日
14人 0人 0% 0人 0%

◎
H29年 7月 1日～H30年 6月 30日

13人 0人 0% 0人 0%

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 0人 %

申 請 時
13人 0人 0% 0人 0%

各社員の表決権が平等である ④ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

V

V

C主意事項D

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)|よ 法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

○ コ自」ヱ,二壁 Ω:璽堕生曇壺匡堕自菫菫震量Шヒ2_璽菫」墜」整強』互重鍾壺L二壺壁望L_

項 目 ①
ヽ
″

κ
ヽ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい

いいえ

は い

いいえ

はい はい はい

いいえ

はい

帳簿書類の備付け、取引の記録及び根簿書類の保存
を青色申告法人に準じて行っている いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

はい

いいえ いいえ

項 日 ④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 有 有 有 有 有・無 有

第3表 (次葉)

Ci重事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

V

V

はい
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書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

甲谷 勝人 理事

第 3表付表 1

平成 11年 8月 2

日就任

平成 30年 9月 5

日退任

○ ○ ○ ○ ○

法人名
特定非営利活動法人

ピープルズ・ホープ 。ジャバン
④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

役  員  数 13人 14人 14人 14人 13人 人 13人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

後藤 幸子 理事 平成 11年 8月 2

日就任

平成 26年 9月 5

日退任

○ ○

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

就任・退任

年月日

田中 滋 理事

○ ○ ○ ○

平成 11年 8月 2

日就任○ ○

V 松本 謙一 理事

○ ○

平成 11年 8月 2

日就任○ ○ ○ ○

溝口 文雄 理事 平成 16年 9月 6

日就任○ ○ ○ ○ ○ ○

中島 康雄 理事

○ ○

平成 18年 9月 6

日就任○ ○ ○ ○

西澤 寛俊 理事

○

平成 20年 9月 6

日就任

平成 29年 9月 5

日退任

○ ○ ○ ○



V

ヽ ′

小 田
z`IL
日 ロ 理事

○ ○ ○
⌒
ヽノ ○ ○

平成 21年 9月 6

日就任

清家 篤 理事

○ ○ ○ ○
⌒
ヽノ

平成 21年 9月 6

日就任

平成 29年 9月 5

日退任

五月女 光弘 理事

○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 22年 9月 6

日就任

川上 潤

内藤 晴夫

八木 和則

木村敏雄

野木森 雅郁

廣見 公正

理事

理事

監事

理事

理事

理事

○

○

○

⌒
ヽノ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成 23年 9月 6

日就任

平成 29年 9月 5

日退任

平成 24年 9月 6

日就任

平成 26年 9月 5

日退任

平成 24年 9月 6

日就任

平成 21年 9月 6

日就任

平成 26年 5月 30

日退任

平成 26年 9月 6

日就任

平成 28年 9月 5

日退任

平成 26年 9月 6

日就任

平成 30年 9月 5

日退任



森口 美由紀 理事 平成 26年 9月 6

日就任

平成 30年 9月 5

日退任

○ ○ ○ ○

多田 正世 理事 平成 28年 9月 6

日就任

平成 30年 9月 5

日退任

○ ○

長谷山 彰 理事 平成 29年 9月 6

日就任○ ○

猪口 雄 理事 平成 29年 9月 6

日就任○ ○
V

飯塚 雅樹 理事 平成 30年 9月

6日就任○

大澤 智恵子 理事 平成 30年 9月

6日 就任

○

海堀 周造 理事 平成 30年 9月

6日就任
○

V

手代木 功 理事

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 l項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

○

平成 30年 9月

6日 就任
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書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

G]成要nD
. 「伝票又は暢奪名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票」、「振替伝源u、 「観金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。
. 「左の眠浮等の形態」欄は、「単票」、ワレーズリーフ」、噌吏丁帳簿」などのよう日 ]載します。

' 「記帳の時期」欄は、「随時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
.認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第1項に基づく書類 (役員報酬規君割日出割Dに記載した内容に変更

がないときは、月団
1寸

を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ。ジャパン

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト (会計王)使用

ルーズリーフ

毎月 7年

仕訳帳 会計ソフト (会計王)使用

ノレーズリーフ

毎月 7年

日計入金一覧表 エクセル使用

リレーズリーフ

都度 7年

支出報告 エクセル使用

ルーズリーフ

都度 7年

賃金か帳 エクセル使用

ルーズリーフ

毎月 7年

現金預金出納帳 (カ ンボジア事務所、ミャンマ

ー事務所〉

エクセル使用

ルーズリーフ

毎月 7年



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャバン チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政奇舌動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及i袋臀鉤)運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職鋼財醇睾宇しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

項 目 ◎ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有 r猛、

■ヽン 有 ① 有
⌒

t型リ有 〔4正
ヽどン 有 ① 有 ・ 無 有

′
~ヽ

( 4■ 】
ヽ9ノ

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有

′
~ヽ

【釦:】

ヽ0ン 有
′~ヽ

〔知:1
ヽ
=ン

有
′
~ヽ

無ヽノ有
′~ヽ

〔

`正
こヽン 有

′
~ヽ

t器リ有 ・ 無 有

′
~ヽ

Чレ

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動

有 有 有 。
① 有 有 ① 有 ・ 無 有

′‐ヽ

【霊
じヽン

ロ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

′
~ヽ

有ヽ彗ノ
′
~ヽ

有 きヽノ
⌒

有ヽ響リ 有

′
~ヽ

有ヽ きノ 有・無 有

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過′)と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

′‐ヽ

有ヽ きノ
′
~ヽ

有ヽ 墨ノ
′
~ヽ

有ヽきジ
′
~ヽ

有ヽ理ソ 有・無
′
~ヽ

有ヽ 出ノ

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有

′
~ヽ

有k盤ノ
′
~ヽ

有ヽ 塗ジ 有・無
⌒

有逮ヽレ|

営利を日的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

′
~ヽ

有ヽ 墨′ 有

′
~ヽ

有 理ヽジ 有 有 有・無
⌒

有 迎`レ
'

V

V

嵯意■曰
。 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬隈程等提出書類)の提出時においても配載

及び添付する必要があります。その場合、1冨掟1基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)のコ醐 び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。
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(第 4表 次葉)

C主意事項D

・「認定基準等チェック表 (第 4表 次葉)」 (ハ及び二)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書郊Dの提出時

には講成及び添付の必要はありません。

・「ハ及び二」のЭについては、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してくださιヽ

項 目 実績判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 4Ю,814,524円

特定非営禾|∫舌動に係る事業費の額 ② 460,814,524円

特定非営利活動の割合 (②―①) ③ 100%

ハ

注・レヽ」について、事業費以外の

指保により計算を行う場合に

|ム 使用した指標及び単位を

配載してくださt、

・損益計鱒書により算出した場

合については 配騒要額の注

意事項をご磯■くださtヽ

使用した指標 単位

豊曇菫生』菫幽遡立塑整
添付してくださしヽ

項 目 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 358,934,778円

受入寄附金総額のうち特定非営

利活動に係る事業費に充てた額
② 340,905,114円

受入寄附金の充当害蛤 (②―①) ③ 94.97%
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書式第11号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する報酬等の状況 第4表付表 1

C主意事項D
. 「役員等に対する報酬等の閃兄 (第 4表付表 1)」 は、法第 55条第 l項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書Dの 提出時には記

載及び添付の必要はありません。
.認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員靱酬版程等提出口罰 に記載した事項について、

添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ。ジャバン

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係 m)にある者 (以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給等 (実績判定理固及び主誼書の提
の か ら の までに について以下の項目を記載してくださ日 つ

い 。

(注 1)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及び伎用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

③ 上記①又は②に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

1 役員に対する報酬又は給与の支給

氏    名 職 名 支 給 期 間 等 支 給 金 額

該当なし 円

円

円

円

円

円

2 役員の親族等針2)である職員に対する給与の支給

(注 2)「役員の親族等」とは、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係にある者をいいます (「特殊の関係」

は (注 1)参照)。

3 給与を得た職員の総数及び総額

集 計 期 間 平成 25年 7月 1日 ～ 令和 :元年5月 24日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

82 人 173,617,480円

受給者の氏名等 役員との関係 支 給 期 間 等 支 給 金 額

該当なし 円

円

円

円

円

円
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書式第12号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表付表2(初葉)

Ci重事項)

・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等 (第 4表付表 2)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提

出時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員1報酬規程等提出書Dに記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャパン

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係いにある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 (実績判

宣期固及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等)について以下

の項目を記載してください。

(注)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

③ 上記①l又は0に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

{2)資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 と の

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 と の

関   係
貸 付 資 産 の 内容

貸  付

年 月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円
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(3)役務の提供 (施設の利用等を含む。)

法 人 と の 役務の提供年

月日
取 引先 の氏 名 等

関 係
役務の提供の内容 対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

印刷費

(Ho"“ ws、 カレ

ンダー等)

2013年度 2,546,53円 請求書に基づく

印刷費

(Hopmews、 カレ

ンダー等)

2014年度 636,346円 請求書に基づく

印刷費

(Hop(news、 カレ

ンダー等)

2015年度 2,061,714円 請求書に基づく

印刷費

(Ho"news、 カレ

ンダー等)

2016年度 1,740,839円 請求書に基づく

印刷費

(Hopenews、 カレ

ンダー等)

2017年度 1,329,239円 請求書に基づく

印刷費

(Hopenews、 カレ

ンダー等)

2018年度 1,201,638円 請求書に基づく

航空券購入 2013年度 1,142,7(I)円 請求書に基づく

航空券購入 2014年度 1,276,320円 請求書に基づく

航空券購入 2015年度 1,029,6α)円 請求書に基づく

航空券購入 2016年度 942,470円 請求書に基づく

航空券購入 2017年度 814,640円 請求書に基|づく

航空券購入 2018`負三度 548,6&)円 請求書に基づく

コピー機利用料金 m13年度 497,162円 請求書に基づく(基本料金+1

枚当たり料金による)

コピー機利用料金 2014‐年度 458,482円 請求書に基づく(基本料金+1

枚当たり料金による)

コピー機利用料金 2015(年度 458,482円 請求書に基づく(基本料金+1

枚当たり料金による)

コピー機利用料金 2016年度 288,505円 請求書に基づく(基本料金+1

枚当たり料金による)

コピー機杯ll用料金 2017年度 [Ю,762円 請求書に基づく(基本料金+1

枚当たり料金による)

コピー機利用料金 2018`年度 341円 請求書に基づく嵯鉢お1金+1

枚当たり料金による)

講演会講師料 2014′()〔ン28 12,∝Ю円 PHJ内規に基づ く (1回

12,∝Ю円)

ワ~ク ンヨツプ講師

料

2017/01′ 23 72,ⅨЮ円 契約書に基づく

ワ~クンヨツプ講師

料

2018ν01ノ22 9),∝Ю円 契約書に基づく

助産師能力確認コン

サルタント

2015′()3′()3 108,CЮO円 契約書に基づく



‐

し

助産師卒後研修コン

サルタント

2018ソ03/15 129,∝Ю円 契約書に基づく

海外文書輸送料 2016Vll′ 30

2016V12ノ30

313,∝,5円 請求書に基づく

車両無線通信費用 2013`IF度 159,750円 契約書|こ基づく

車両無線通信費用 2014‐年度 162,∝Ю円 契約書に基づく

車両無線通信費用 2015‐年度 162,∝Ю円 契約書に基づく

車両無線通信費用 2016‐年度 162,ⅨЮ円 契約書に基づく

日本 NGO連携無償

資金協力事業に係る

会計監査費用

2014`千度 95,∝Ю円 請求書に基‐づく

日本 NGO連携無償

資金協力事業に係る

会計監査費用

2015年度 ЫЮ,265円 請求書に基づく

日本 NGO連携無償

資金協力事業に係る

会計監査費用

2016年度 14,782円 請求書に基づく

日本 NGO連携無償

資金協力事業に係る

会計監査費用

2017年度 311,838円 請求書に基づく

日本 NGO連携無償

資金協力事業に係る

会計監査費用

2018`年度 657,088円 請求書に基‐づく

コンサルタント 2013年度 3,∝Ю,ⅨЮ コンサルタント契約による

コンサルタント 2014年度 2,750,(X〕 0 コンサルタント契約による

2015`千度 2,7(Ю ,(〕〕0 コンサルタント契約による

2016年度 2,500,OCXD コンサルタント契約による

2017‐年度 1,ⅨЮ,∝Ю コンサルタント契約による

コンサルタント 2013年度 1,2(X),(X)0 コンサルタント契約による

2014年度 1,200,0〔X〕 コンサルタント契約による

2015年度 1,080,α )0 コンサルタント契約による

2016`年度 αЮ,∝Ю コンサルタント契約による

コンサルタント 2013 +E 1,2(X),(XЮ コンサルタント契約による

2014年度 1,2CXD,Oα ) コンサルタント契約による

2015‐年度 72QαЮ コンサルタント契約による

2016年度 8∞,∝Ю コンサルタント契約による

2017年度 40),∝Ю コンサルタント契約による

2018`年・度 9〕D,(Ю0 コンサルタント契約による

2013:日三度 1,6α),∝Ю コンサルタント契約による

2014`年度 1,6(Ю,∝Ю コンサルタント契約による

2015年度 1,440,0(X) コンサルタント契約による

2016`年・度 1,250,0(X〕 コンサルタント契約による

2017`年度 αЮ,∝Ю コンサルタント契約による

コンナルタント
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2018`句三度 ∝Ю,αЮ コンサルタント契約による

コンナルタント 2013年度 1,2α),0(X) コンサルタント契約による

2014‐年度 1,2CX),α〕0 コンサルタント契約による

2015‐年度 1,080,CX】 D コンサルタント契約による

2016‐年度 1,1(Ю,0(Ю コンサルタント契約による

2017年度 4(Ю,ⅨЮ コンサルタント契約による

2018‐年度 3∞,αЮ コンサルタント契約による

コンサルタント 2013‐年度 1,725,(X〕 0 コンサルタント契約による

2014`年度 2,100,0(X) コンサルタント契約による

2015‐年度 1,8Ⅸ),000 コンサルタント契約による

2016‐年度 1,725,0(X) コンサルタント契約による

2017‐年度 ∝Ю,αЮ コンサルタント契約による

2018`年度 9Ю,ⅨЮ コンサルタント契約による

コンサルタント 2013年度 2α),(Ю0 コンサルタント契約による

2014年度 1鴫αЮ コンサルタント契約による

コンサルタント 2013年度 67,α〕0 コンサルタント契約による

コンサルタント 2013年度 4∞,∝Ю コンサルタント契約による

2014`年度 6∞,CЮ0 コンサルタント契約による

2015年度 30D,αЮ コンサルタント契約による

2016`年度 2(Ю,∝Ю コンサルタント契約による

コンサルタント 2013年度 &Ю ,∝Ю コンサルタント契約による

m14年度 &Ю ,CЮ0 コンサルタント契約による

2015年度 720,(XX) コンサルタント契約による

2016`年度 7∞,(Ю0 コンサルタント契約による

2017年度 4(Ю ,∝Ю コンサルタント契約による

2018`q三度 6α),αЮ コンサルタント契約による

コンサルタント 2013年度 1,αЮ,ⅨЮ コンサルタント契約による

2014‐旬三度 1,6α),CЮ0 コンサルタント契約による

2015`千度 1,366,488 コンサルタント契約による

2016年度 1,350,(XX) コンサルタント契約による

2017年度 6α),∝Ю コンサルタント契約による

2018`年度 ∝Ю,OЮ0 コンサルタント契約による

コンサルタント 2013`年度 1,2(X),Cκ X) コンサルタント契約による

2014年度 1,200,〔 XX〕 コンサルタント契約による

2015年度 9∞ ,〔Ю0 コンサルタント契約による

m16年度 875,0(X) コンサルタント契約による

2017‐年度 5α),∝Ю コンサルタント契約による
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2015`年度 1,32(),CXX) コンサルタント契約による

2016`q三度 1,404,CX】 D コンサルタント契約による

2017`【 F度 816,(XX) コンサルタント契約による

コンサルタント

2018年度 1,2α),(XX) コンサルタント契約による

2016`q三度 633,(■)0 コンサルタント契約による

2017年度 4(Ю,αЮ コンサルタント契約による

コンサルタント

2018‐旬三度 ∝Ю,CЮ0 コンサルタント契約による

コンサルタント 2018‐年度 450,∞0 コンサルタント契約による

コンサルタント 2018年度 3(Ю,CЮ0 コンサルタント契約による

コンサルタント 2018‐年度 225,(X)0 コンサルタント契約書による

支出先の名称等 住所等 支出年月日 支出金額 寄附の目的等

2013年 7月 25

日

7%,αЮ 円 東日本大震災支援 (不織布

マスクD∞個)

2013年 7月 25

日

89,571円 カンポジアヘの医療支援

(ソ イジョイ輸送費)

"13年
11月

26日

591,060円 公立ギアニア病院救急棟に

超音波診断装置を寄贈

2013年 8月 17

日

2013年 9月 28

日

2013年 10月

31日

2,451,ⅨЮ円 被災地病院復興支援

車両と医療機器一式

被災地病院復興支援

車両と医療機器一式

2013年 9月 27

日

4,325,580円

2013:年:11月

29日

1,255,65)円 被災地病院復興支援

医療機器一式

2014年

1月 30日

5月 12日

1,600,∝Ю円 フィリピン台風災害緊急支

援

Q3∞ ,αЮ円 母子保健改善事業 (血圧

計、体温計)

2014年 6月 20

日

2014年 6月 30

日

をЮ,αЮ 円 母子保健改善事業 (乾電

池

2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項

(該当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。)

なし

3支出した寄附金 (古ヨ藍ヒ些IE塑]盪21:」i宝壺董g⊇握」壁ヨ童 :きL豊業奎E』望囲姪の旦企Ei」重警茎:】」]」Lg2旦菫I【lに重:生:L`ムニ重巴〔壁p
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2014年 6月 3

日

104,∝Ю円 母子保健改善事業 (海上輸

送費)

2014年 10月

16日

23,まЮ円 母子保健改善事業 (体温モ

ニター、プローラう

2015年 2月 2

日

0円 緊急搬送用救急車

2015年 3月 17

日

595,2(I)円 妊産婦の栄養改善

(ソイジョイ)

2015年 3月 31

日

207,(X】)円 サ子ウ礎因寮

'援(掛け時計、電卓)

2015年 4月 27

日

295,αX)円 母子保健改善事業 (ソイジ

ョイ海上輸送費)

2016年 6月 ∞

日

130,∝Ю円 付属高等看護学校支援

2016年 6月 ∞

日

2∞,Oα)円 カンボジアヘの医療支援

(体温計 1∞ 台)

2016年 6月 ∞

日

250,5〔Ю円 インドネシアヘの医療支援

(体温計、血圧計等)

2014年 6月 30

日

8,3CЮ 円 ミャンマーヘの医療支援

(体温計、血圧計)

2016年 6月 30

日

1,6(Ю,ⅨЮ円 被災地医療支援 (転倒予防

靴下

2016年 6月 ∞

日

440,∝Ю円 ミャンマーヘの医療支援

(乾電池 4αЮ個)

2016年 6月 30

日

8,aЮ,ⅨЮ円 ミャンマーヘの医療支援

(体温計、血圧計各 1∞

0

2016年 6月 ∞

日

98,020円 ミャンマーヘの医療支援

(体温計と血圧計の船舶輸

送費)

2016年 6月 30

日

1,110,∝Ю円 ミャンマーヘの医療支援

(ソーラランタン222台 )

2015年 8月 31

日

138,240円 被災地病院復興支援 (ド ク

ターカーメンテ費用)
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2016年 5月 31

日

19,410円 被災地病院復興支援 (ド ク

ターカーテレマティクサー

ビス利用料)

"16年
5月 31

日

61,5(■)円 被災地病嶼 支援 (ドク

ターカーFMS委需0
2016年 5月 31

日

16,654円 被災地病院復興支援 (スズ

キアルト法定点検整備)

2015年:11月

30日

669,αЮ円 被災地病院復興支援

修瞭機器保守点検費)

2016年 5月 31

日

3,5(Ю ,∝Ю円 被災地病院復興支援 (医療

機器―カ

2016年 6月 ∞

日

4,116円 カンポジアヘの医療支援

(医療機器)

2016年 8月 22

日

12,∝Ю,∝Ю円 被災地病院復興支援

←魚本地震医療刻D

2016`年 11月

30日

61,5α )円 被災地病院復興支援(ド クタ

ーカー:nS委託料)

2016年 11月

30日

19,440円 被災地病院復興支援 (ド ク

ターカーテルマティクサー

ビス利用料)

2016年:11月

30日

669,αЮ円 被災地病院復興支援 (医療

機器保守点検費)

2016年 12月 8

日

4[Ю ,αЮ円 ミャンマーヘの医療支援

(ソーラランタン90台)

2016年 12月

27日

110,347円 被災地病院復興支援 (災害

支援車整備費)

2017年 2月 27

日

35,729円 被災地病院復興支援 (災害

支援車整備費)

2017年 3月 27

日

212,177円 被災地病院復興支援 (災害

支援車整備費)

2017年 3月 31

日

13a240円 被災地病院復興支援(医療機

器保守点検費)

2017年 4月 18

日

2,7(Ю,αЮ円 カンボジアヘの医療支援

(体温計、パルスオキンメ

ーターゴυ

2017年 4月 25

日

8,5&う 円 被災地病院復興支援 (ス ズ

キアルト法定点検整備)

2017年 4月 26

日

76,ⅨЮ円 被災地病院復興支援 (ス ズ

キアルト法定点検整備)

2017年 5月 1

日

3∞,4∞ 円 被災地福祉施設 (食器一

カ

2017年 5月 31

日

61,5α )円 被災地病院復興支援 (ド ク

ターカーFMIS委託料)

2017年 5月 31

日

19,440円 被災地病院復興支援ドクタ

ーカーテルマティクサービ

ス利用料)



m17年 5月 31

日

3,∝Ю,∝Ю円 被災地病院復興支援 (気仙

沼市医師会館修復工事費)

2017年 5月 31

日

538,920円 被災地福祉施設 ①VDプ

レーヤー 50台)

被災地福祉施設 (DⅥ)ブ

レーヤーЮ 台)

2017年 8月 2

日

8,740,(XX)円 ミャンマーヘの医療支援

(体温計、血圧計各 10∞

0
2017年 8月 24

日

97,757円 ミャンマーヘの医療支援

(上記海外輸送費)

2017年 8月 24

日

31,2(Ю 円 カンボジアヘの医療劇風1血

圧計 12台 )

2017年 9月 19

日

120,ⅨЮ円 カンポジアヘの医療支援

(ソ ーラランタン24台)

2017年 11月 1

日

50,αЮ 円 ミャンマーヘの医療支援

(防塵マスク 2ⅨЮ tυ

2017年 11月 1

日

50,(XX〕 円 カンボジアヘの医療支援

(防塵マスク
"∞

枚)

被災地復興支援 (南相馬市

子供:刻D
2017年 11月

10日

750sI)円

2017年 12月

29日

&Ю ,∝Ю円 被災地医療支援 (下肢装具

訓練用リハビリ1機陽暑)

2017年 3月 22

日

12,580sI)円 東日本大震災・熊本地震

被災地支援 (自動掃除機ル

ンバ lЮ 台)

被災地復興支援 (南相馬市

子供効

2018年 3月 30

日

ⅨЮ,∝Ю円

被災地病院復興支援 (医療

機器保守点検費)

2018年 4月 27

日

13a240円

被災地病院夏興支援 に

音波診断装ia

2018年 9月 3

0日

1,999,620円

被災地緊急医療支援 価

日本豪雨災害)

2019年 3月 1

8日

2,()(Ю ,αЮ 円

南相馬心寮カウンセリング

事業支援

2019年 2月 8

日

2,250,αЮ円

V

V

∝意詞Q
「役員等に対する資産の譲渡等の状況等 (第 4表付表 2)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出

時にI額]賊及び添付の必要はありません。
.認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書罰 1覇]賊した事項について、

添付を省略することができます。
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書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

C注意事項)

・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員錮酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャパン チェック‖闘

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する出損ll(社内側紛 等力:ある場合に1よ 柳 ll(なじ勺規印D等を添付してくださしヽ

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源[泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

′ヽ 、 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

ノ



書式第 14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

V

V

法人名 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ。ジャバン

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 設立年月日

C主意事:ID

・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員瓢日樹慰ヨ等提世HHDの提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8ξ勘

は、記職する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たってIよ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類D疇]賊した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック‖祠

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑤ ◎ ③ ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征
小

有 ・ 無 有 。 無

7 法令又|ま去令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

´

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7祠 は、法第55条第l項に基づく書類 (役員輛酬規程等提出書類)の提出時晰]賊及

び添付する必要があります。

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有

“

Eヽ
ヽじノ 有 石ヽ

ヽツ
有 ① 有 拓ふ

ヽン 有 有 ・ 無 有るヽ
ヽン

石ヽ
ヽン



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ。ジャバン チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準に力

"わ
らず、次のい

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

ずれかの欠格事由に該当する法人

イ 認定特U贈 禾」活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特定非営矛l"舌1防去人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

回 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは卵〕去204条等 い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税者しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 C2)

2 認定又は椰 晰認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

の に|よ 「 . 4
に り を ナ に

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

次のいずれかに該当する法人

暴力団 tfr,,.fl,uQ)
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 nr,, $F)

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営禾I∫舌動法人力ヽ 忍定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営千1‖ξ動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有 ①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無
有

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執

`子

を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有。
(燕)

認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い ・ いヽ
r、
え″

は い ・ \!),4定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

付

類

添

書

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上董墜上堡登正整型菫量墨豊!ユ≧堕奎1±

`≧

」菫LLと丞L饉嗜産堕髪奎

_[菫 |■:当:上」!堕:菫」墾!菫1堅道1自墾茎!豊:丞こ國i垂:望!」:」肇螢二墨壁董≧曇り:1動!凶

`堕

!堕:ユ:」:壁奎些!堕延盟!董重壺:杢!」菫雲:菫二__
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 は い ・ ll./l,Z

‐

V

ノ

′~ヽ

・′4111

こヽじ′

′
~ヽ

・U



書式第 16号 (法第44条・ 51条・ 58条関係)

寄附金を充当する予定の事業内容等

V

V

法人名 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャバン

事  業  名 具 体 的 な 事 業 内 容
実 施 予 定

年   月

実施予

定場所

従事者の

予定人数

受益対象者の範

囲及び予定人数

寄附金充当

予 定 額

主として開発

途上国に対す

る、保健、医

療、衛生、健康

に関わる支援

●子どものケア支援ネットワ

ーク強化事業

保健センター・保健ボランテ

ィア・母子保健ボランティア

の連携を強化する中で、子

どもが健康に育つための知

識の普及と実践をコミュニテ

ィに広げるため、保健センタ

ースタッフの小児診療や予

防接種業務に関するモニタリ

ングやトレーニング、母子保

健ボランティアによる村での

保健教育キャンペーンを展

開する。

通年 カンボジ

ア・コンポ

ンチャム

州

6名

(日 本人 1

名を含む)

対象4保健センタ

ー住人 34,000人

2歳以下の子ども

約 2,∞0人

保健ボランティア

68人

母子保健ボランテ

ィア79人

2,3∞ 万円

●農村地域の母子保健サー

ビス改善事業

安全な分娩環境作り、医療者

スキル向上、妊婦・産後の女

性への母子保健教育、母子

保健推進員の育成と連携強

化、政府職員との連携強化

の5つのアプローチで活動

する。

通年 ミャンマ

ー・タッコ

ン郡

7名

(日 本人 2

名を含む)

住民

約 217,0∞ 人

妊産婦

約 2,400人

母子保健推進員

800人

助産師坐人

補助助産師42人

1,200万 円

保健、医療、衛

生、健康に関

わる災害支援

●心療カウンセリング支援事

業

南相馬市に自立可能な0寮

カウンセリングルームを設立

するための支援を行い、地

域の人々(特に子どもたち)

のメンタルヘルスを向上す

る。

通年 福島県

南相馬市

4名 被災地のカウンセ

リングが必要な人

約300人

7∞ 万円



寄附金の受入及び支出に利用する銀行日座名

みずほ銀行三鷹支店 普通預金 特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ・ジャパン

みずほ銀行三鷹支店 外貨預金 特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ・ジャパン

みずほ銀行三鷹支店 普通預金 PHJ横河商事基金

一菱 lTIJ銀行三鷹支店 普通預金 特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ。ジャパン

三井住友信託銀行吉祥寺中央支店 普通預金 特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ。ジャパン

ゆうちょ銀行 振替口座 特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ。ジャバン

ゆうちょ銀行 通常貯金 特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ。ジャバン

(注意事D
「寄附金の受入及び支出に利用する銀行日座名」については、日座番号は記入する必要はありません。
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